
○ 
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
三
月
二
十
七
日
政
令
第
四
十
四
号
） 

 
 
 
 
 

 

改 

正 

案 

現 

行 

（
組
合
員
等
以
外
の
者
か
ら
の
監
事
の
選
任
を
要
し
な
い
信
用
協
同
組
合
の
範
囲
） 

第
二
条 

法
第
五
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
規
模
に
達
し
な
い
信
用
協
同
組
合
は
、
そ
の
事

業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金
及
び
定
期
積
金
の
総
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
条
の
三
に
お
い
て

「
預
金
等
総
額
」
と
い
う
。
）
が
五
十
億
円
に
達
し
な
い
信
用
協
同
組
合
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

信
用
協
同
組
合
の
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金
等
総
額
又
は
法
第
五
条
の
三
第
一
号
に
規
定

す
る
員
外
預
金
比
率
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
条
の
三
に
お
い
て
「
員
外
預
金
比
率
」
と
い
う
。
）
が
新
た

に
五
十
億
円
未
満
又
は
百
分
の
十
未
満
と
な
つ
た
場
合
（
当
該
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
開
始
の
時

に
お
け
る
預
金
等
総
額
及
び
員
外
預
金
比
率
が
五
十
億
円
以
上
か
つ
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後

初
に
招
集
さ
れ
る
通
常
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
、
当

該
信
用
協
同
組
合
は
、
同
号
に
掲
げ
る
信
用
協
同
組
合
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

信
用
協
同
組
合
の
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金
等
総
額
及
び
員
外
預
金
比
率
が
新
た
に
五
十

億
円
以
上
か
つ
百
分
の
十
以
上
と
な
つ
た
場
合
（
転
換
（
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
転
換
を
い
う
。
第
二
条
の
三
に
お
い
て
同

じ
。
）
後
の
信
用
協
同
組
合
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
信
用
協
同
組
合
に
係
る
当
該
転
換
の
日
の
翌
日

又
は
当
該
合
併
に
よ
る
設
立
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け

る
預
金
等
総
額
及
び
員
外
預
金
比
率
が
五
十
億
円
以
上
か
つ
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
場
合
）
に
お
い
て
は
、

当
該
事
業
年
度
の
開
始
後

初
に
招
集
さ
れ
る
通
常
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
、
当
該
信
用
協
同
組
合
は
、

法
第
五
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
信
用
協
同
組
合
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
信
用
協

同
組
合
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
組
合
員
等
以
外
の
者
か
ら
の
監
事
の
選
任
を
要
し
な
い
信
用
協
同
組
合
の
範
囲
） 

第
二
条 

法
第
五
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
規
模
に
達
し
な
い
信
用
協
同
組
合
は
、
そ
の
事

業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金
及
び
定
期
積
金
の
総
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
預
金
等

総
額
」
と
い
う
。
）
が
五
十
億
円
に
達
し
な
い
信
用
協
同
組
合
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

信
用
協
同
組
合
の
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金
等
総
額
又
は
法
第
五
条
の
三
第
一
号
に
規
定

す
る
員
外
預
金
比
率
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
員
外
預
金
比
率
」
と
い
う
。
）
が
新
た
に
五
十

億
円
未
満
又
は
百
分
の
十
未
満
と
な
つ
た
場
合
（
当
該
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け

る
預
金
等
総
額
及
び
員
外
預
金
比
率
が
五
十
億
円
以
上
か
つ
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お

い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後

初
に
招
集
さ
れ
る
通
常
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
、
当
該
信
用
協
同

組
合
は
、
同
号
に
掲
げ
る
信
用
協
同
組
合
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

信
用
協
同
組
合
の
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金
等
総
額
及
び
員
外
預
金
比
率
が
新
た
に
五
十

億
円
以
上
か
つ
百
分
の
十
以
上
と
な
つ
た
場
合
（
転
換
（
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
転
換
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
後

の
信
用
協
同
組
合
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
信
用
協
同
組
合
に
係
る
当
該
転
換
の
日
の
翌
日
又
は
当

該
合
併
に
よ
る
設
立
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金

等
総
額
及
び
員
外
預
金
比
率
が
五
十
億
円
以
上
か
つ
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
場
合
）
に
お
い
て
は
、
当
該
事

業
年
度
の
開
始
後

初
に
招
集
さ
れ
る
通
常
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
、
当
該
信
用
協
同
組
合
は
、
法
第
五

条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
信
用
協
同
組
合
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
信
用
協
同
組
合

に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
監
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
読
替
え
） 

第
二
条
の
二 

法
第
五
条
の
六
の
規
定
に
お
い
て
監
事
に
つ
い
て
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

第
三
百
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法
の
規

定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
八
十
三
条
第
二
項 

第
三
百
六
十
六
条
第
一
項

た
だ
し
書 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
三
十
六

条
の
六
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
三
百
六
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書 

 

 

（
新
設
） 

（
会
計
監
査
人
の
監
査
を
要
し
な
い
信
用
協
同
組
合
の
範
囲
） 

第
二
条
の
三 

法
第
五
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
規
模
に
達
し
な
い
信
用
協
同
組
合
は
、
そ

（
会
計
監
査
人
の
監
査
を
要
し
な
い
信
用
協
同
組
合
の
範
囲
） 

第
二
条
の
二 

法
第
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
規
模
に
達
し
な
い
信
用
協
同
組
合
は
、
そ



の
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金
等
総
額
が
二
百
億
円
に
達
し
な
い
信
用
協
同
組
合
と
す
る
。 

２ 

法
第
五
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
十
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
割
合
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
二
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

３ 

信
用
協
同
組
合
の
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金
等
総
額
又
は
員
外
預
金
比
率
が
新
た
に
二
百

億
円
未
満
又
は
百
分
の
十
未
満
と
な
つ
た
場
合
（
当
該
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け

る
預
金
等
総
額
及
び
員
外
預
金
比
率
が
二
百
億
円
以
上
か
つ
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お

い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後

初
に
招
集
さ
れ
る
通
常
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
、
当
該
信
用
協
同

組
合
は
、
法
第
五
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

信
用
協
同
組
合
の
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金
等
総
額
及
び
員
外
預
金
比
率
が
新
た
に
二
百

億
円
以
上
か
つ
百
分
の
十
以
上
と
な
つ
た
場
合
（
転
換
後
の
信
用
協
同
組
合
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

信
用
協
同
組
合
に
係
る
当
該
転
換
の
日
の
翌
日
又
は
当
該
合
併
に
よ
る
設
立
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に

つ
い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金
等
総
額
及
び
員
外
預
金
比
率
が
二
百
億
円
以
上
か

つ
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
場
合
）
に
お
い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
後

初
に
招
集
さ
れ
る
通
常
総
会

の
終
結
の
時
ま
で
は
、
当
該
信
用
協
同
組
合
は
、
法
第
五
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
に
該

当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
信
用
協
同
組
合
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

の
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金
等
総
額
が
二
百
億
円
に
達
し
な
い
信
用
協
同
組
合
と
す
る
。 

２ 

法
第
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
十
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
割
合
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

３ 

信
用
協
同
組
合
の
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金
等
総
額
又
は
員
外
預
金
比
率
が
新
た
に
二
百

億
円
未
満
又
は
百
分
の
十
未
満
と
な
つ
た
場
合
（
当
該
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け

る
預
金
等
総
額
及
び
員
外
預
金
比
率
が
二
百
億
円
以
上
か
つ
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お

い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後

初
に
招
集
さ
れ
る
通
常
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
、
当
該
信
用
協
同

組
合
は
、
法
第
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
協
同
組
合
等
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

信
用
協
同
組
合
の
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金
等
総
額
及
び
員
外
預
金
比
率
が
新
た
に
二
百

億
円
以
上
か
つ
百
分
の
十
以
上
と
な
つ
た
場
合
（
転
換
後
の
信
用
協
同
組
合
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

信
用
協
同
組
合
に
係
る
当
該
転
換
の
日
の
翌
日
又
は
当
該
合
併
に
よ
る
設
立
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に

つ
い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
の
時
に
お
け
る
預
金
等
総
額
及
び
員
外
預
金
比
率
が
二
百
億
円
以
上
か

つ
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
場
合
）
に
お
い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
後

初
に
招
集
さ
れ
る
通
常
総
会

の
終
結
の
時
ま
で
は
、
当
該
信
用
協
同
組
合
は
、
法
第
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
協
同
組
合

等
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
信
用
協
同
組
合
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
読
替
え
） 

第
二
条
の
四 

法
第
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
会
社
法
第
三
百
九
十
六
条

第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法
の
規

定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
四
十
五
条
第
一
項 

選
任
若
し
く
は
解
任
又
は

辞
任 

選
任
、
解
任
若
し
く
は
不
再
任
又
は
辞
任

第
三
百
九
十
六
条
第
二
項

第
二
号 

電
磁
的
記
録
を 

電
磁
的
記
録
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事

業
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
七
第
二
項

に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
を

 

 （
新
設
） 

（
銀
行
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
） 

第
五
条 

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
銀
行
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
の
規
定

中
「
営
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
所
」
と
、
「
取
締
役
、
執
行
役
」
と
あ
り
、
及
び
「
取
締
役
又
は
執
行

役
」
と
あ
る
の
は
「
理
事
」
と
、「
営
業
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
取
扱
時
間
」
と
、「
第
四
条
第
一
項
の

免
許
」
と
あ
り
、
及
び
「
第
四
条
第
一
項
の
内
閣
総
理
大
臣
の
免
許
」
と
あ
る
の
は
「
中
小
企
業
等
協
同
組

合
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
認
可
」
と
、「
株
主
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
総
会
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
銀
行
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
） 

第
五
条 
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
銀
行
法
の
準
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お

り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
銀
行
法
の
規

定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

預
金
又
は
定
期
積
金
等 

預
金
又
は
定
期
積
金 

第
十
二
条
の
二
第
一
項 

預
金
者
等 

預
金
者
又
は
定
期
積
金
の
積
金
者
（
以



読
み
替
え
る
銀
行
法
の
規

定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

定
期
積
金
等 

定
期
積
金 

第
十
二
条
の
二
第
一
項 

預
金
者
等
の 

預
金
者
又
は
定
期
積
金
の
積
金
者
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
預
金
者
等
」
と

い
う
。
）
の 

第
十
三
条
第
二
項 
子
会
社
（
内
閣
府
令
で
定
め

る
会
社
を
除
く
。
） 

子
会
社
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業

に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
十
三
条
の
二 

子
会
社
、
当
該
銀
行
の
銀
行

主
要
株
主
、
当
該
銀
行
を
子

会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会

社
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の

子
会
社
（
当
該
銀
行
を
除

く
。
） 

子
会
社 

第
十
四
条
の
見
出
し 

取
締
役
等 

理
事 

会
社
法
第
三
百
六
十
五
条

第
一
項
（
競
業
及
び
取
締
役

会
設
置
会
社
と
の
取
引
等

の
制
限
）
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
同
法

第
三
百
五
十
六
条
第
一
項

（
競
業
及
び
利
益
相
反
取

引
の
制
限
）
の
規
定
及
び
同

法
第
四
百
十
九
条
第
二
項

（
執
行
役
の
監
査
委
員
に

対
す
る
報
告
義
務
等
）
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

百
五
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
取
締
役
会
の
承

認
に
対
す
る
同
法
第
三
百

六
十
九
条
第
一
項
（
取
締
役

会
の
決
議
） 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
三
十
八

条
（
理
事
の
自
己
契
約
）
の
規
定
に
よ

る
理
事
会
の
承
認
に
対
す
る
同
法
第

三
十
六
条
の
六
第
一
項
（
理
事
会
の
決

議
） 

第
十
四
条
第
二
項 

定
款 

定
款
又
は
規
約 

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
預
金
者
等
」
と

い
う
。
） 

第
十
三
条
第
二
項 

子
会
社 

子
会
社
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
八
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定

す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

第
十
三
条
の
二
本
文 

子
会
社
、
当
該
銀
行
の
銀
行

主
要
株
主
、
当
該
銀
行
を
子

会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会

社
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の

子
会
社
（
当
該
銀
行
を
除

く
。
） 

子
会
社 

第
十
四
条
の
見
出
し 

取
締
役
等 

理
事 

取
締
役
又
は
執
行
役 

理
事 

商
法
第
二
百
六
十
五
条
第

一
項
（
取
締
役
と
会
社
間
の

取
引
）
（
商
法
特
例
法
第
二

十
一
条
の
十
四
第
七
項
第

五
号
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
取
締
役
会
の
承
認 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
三
十
八

条
（
理
事
の
自
己
契
約
）
の
規
定
に
よ

る
理
事
会
の
承
認 

商
法
第
二
百
六
十
条
ノ
二

第
一
項
（
取
締
役
会
の
決
議

方
法
） 

同
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
（
理
事

会
の
決
議
方
法
） 

第
十
四
条 

取
締
役
の 

理
事
の 

第
十
四
条
の
二
第
二
号 

第
三
章
及
び
第
四
章 

第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十

六
条 

第
十
五
条
の
見
出
し 

営
業
時
間 

業
務
取
扱
時
間 

第
十
五
条 

営
業
時
間 

業
務
取
扱
時
間 

第
十
六
条 

営
業
所 

事
務
所 

第
十
八
条
の
見
出
し 

利
益
準
備
金
の
積
立
て
等 

法
定
準
備
金
の
積
立
て 

第
十
八
条
第
一
項 

資
本
準
備
金
の
額
と
併
せ

て
そ
の
資
本
の
額 

そ
の
出
資
の
総
額 



第
十
四
条
の
二
第
二
号 

第
三
章
及
び
第
四
章 

第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二

項
及
び
第
二
十
六
条 

第
十
八
条
の
見
出
し 

資
本
準
備
金
及
び
利
益
準

備
金 

法
定
準
備
金 

第
十
八
条 

資
本
準
備
金
及
び
利
益
準

備
金 

準
備
金 

第
二
十
一
条
第
三
項 
電
磁
的
記
録 

電
磁
的
記
録
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融

事
業
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
七
第

二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
） 

第
二
十
一
条
第
四
項 

電
磁
的
方
法 

電
磁
的
方
法
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融

事
業
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
七
第

十
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
磁
的

方
法
を
い
う
。
） 

第
二
十
四
条
第
二
項 

次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第

五
項
並
び
に
第
四
十
七
条

第
二
項 

次
項
並
び
に
次
条
第
二
項
及
び
第
五

項 

第
二
十
七
条
の
見
出
し 

免
許 

認
可 

第
二
十
七
条 

、
会
計
参
与
若
し
く
は
監
査

役 

若
し
く
は
監
事 

第
三
十
四
条
第
一
項 

株
主
総
会
の
決
議
（
会
社
法

第
四
百
六
十
八
条
（
事
業
譲

渡
等
の
承
認
を
要
し
な
い

場
合
）
の
規
定
に
よ
り
同
法

第
四
百
六
十
七
条
第
一
項

（
事
業
譲
渡
等
の
承
認
等
）

の
決
議
に
よ
ら
ず
に
事
業

の
全
部
の
譲
受
け
を
行
う

場
合
に
は
、
取
締
役
会
の
決

議
又
は
執
行
役
の
決
定
） 

総
会
の
決
議
（
中
小
企
業
等
協
同
組
合

法
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
後
段
の

規
定
に
よ
り
総
会
の
決
議
に
よ
ら
ず

に
事
業
の
全
部
の
譲
受
け
を
行
う
場

合
に
は
、
理
事
会
の
決
議
） 

第
五
十
七
条 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
三
十
三

条
第
四
項 

同
条
各
号 

同
項
各
号 

第
三
十
四
条
第
三
項 

同
項
の
各
別
の 

第
一
項
の
各
別
の 

利
益
の
処
分
と
し
て
支
出

す
る
金
額 

剰
余
金
の
配
当
額 

商
法
第
二
百
九
十
三
条
ノ

五
第
一
項
（
中
間
配
当
）
の

金
銭
の
分
配
を
行
う
ご
と

に
そ
の
分
配
額
の
五
分
の

一
を
そ
れ
ぞ
れ
利
益
準
備

金 

準
備
金 

第
十
九
条
第
一
項
及
び
第

二
項 

営
業
年
度 

事
業
年
度 

第
十
九
条
第
三
項 

こ
れ
ら
の
報
告
書 

当
該
報
告
書 

営
業
年
度 

事
業
年
度 

第
二
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項 

営
業
所 

事
務
所 

第
二
十
四
条
第
二
項 

次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第

五
項
並
び
に
第
四
十
七
条

第
二
項 

次
項
並
び
に
次
条
第
二
項
及
び
第
五
項 

第
二
十
五
条
第
一
項 

営
業
所 

事
務
所 

第
二
十
七
条
の
見
出
し 

免
許
の
取
消
し
等 

解
散
命
令
等 

第
二
十
七
条 

取
締
役
、
執
行
役
若
し
く
は

監
査
役 

理
事
若
し
く
は
監
事 

第
三
十
四
条
の
見
出
し 

営
業
等 

事
業
等 

営
業
の
全
部
の
譲
渡
若
し

く
は
譲
受
け
又
は
銀
行
の

信
用
金
庫
等
か
ら
の
事
業

の
全
部
の
譲
受
け 

事
業
の
全
部
の
譲
渡
又
は
譲
受
け 

第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三

項
及
び
第
四
項 

株
主
総
会
の
決
議
（
商
法
第

二
百
四
十
五
条
ノ
五
（
簡
易

な
営
業
の
譲
受
け
の
手
続
）

（
第
三
十
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
信
用
金
庫
等
を

会
社
と
み
な
し
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
商
法
第
二
百
四
十

五
条
第
一
項
（
営
業
の
譲
渡

総
会
の
決
議 



株
主
総
会
若
し
く
は
取
締

役
会
の
決
議
又
は
執
行
役

の
決
定 

総
会
又
は
理
事
会
の
決
議 

第
三
十
五
条
第
一
項 

決
議
又
は
決
定 

決
議 

第
三
十
六
条
の
見
出
し 

会
社
分
割
又
は
事
業 

事
業 

第
三
十
六
条
第
一
項 

会
社
分
割
に
よ
り
事
業
の

全
部
若
し
く
は
一
部
を
承

継
さ
せ
、
又
は
事
業
の
全
部

若
し
く
は 

事
業
の
全
部
又
は 

第
三
十
六
条
第
二
項 

第
五
十
七
条
第
一
号 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
三
十
三

条
第
四
項
第
二
号 

第
四
十
四
条
第
四
項 

銀
行
法 

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す

る
法
律 

第
四
十
五
条
第
二
項 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

第
四
十
五
条
第
七
項
第
一

号 

会
社
法
第
四
百
七
十
五
条

第
二
号
又
は
第
三
号 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
六
十
九

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社

法
第
四
百
七
十
五
条
第
二
号 

第
四
十
五
条
第
八
項 

会
社
法 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
六
十
九

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社

法 

第
四
十
六
条
第
一
項 

清
算
手
続
、
破
産
手
続
、
再

生
手
続
、
更
生
手
続
又
は
承

認
援
助
手
続 

清
算
手
続
、
破
産
手
続
、
再
生
手
続
又

は
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第

九
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

 

又
は
譲
受
け
等
）
の
決
議
に

よ
ら
ず
に
営
業
又
は
事
業

の
全
部
の
譲
受
け
を
行
う

場
合
に
は
、
取
締
役
会
の
決

議
又
は
執
行
役
の
決
定
） 

決
議
又
は
決
定 

決
議 

当
該
営
業
の
全
部
の
譲
渡

若
し
く
は
譲
受
け
又
は
事

業
の
全
部
の
譲
受
け 

当
該
事
業
の
全
部
の
譲
渡
又
は
譲
受
け 

営
業 

事
業 

信
用
金
庫
等 

銀
行 

事
業 

営
業 

株
主
総
会
若
し
く
は
取
締

役
会
の
決
議
又
は
執
行
役

の
決
定 

総
会
の
決
議 

第
三
十
五
条
第
一
項 

決
議
又
は
決
定 

決
議 

第
三
十
六
条
の
見
出
し 

分
割
又
は
営
業 

事
業 

第
三
十
六
条
第
一
項 

分
割
に
よ
り
営
業
の
全
部

若
し
く
は
一
部
を
承
継
さ

せ
、
又
は
営
業
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
譲
渡
し
た
と

き
は 

事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
し
た
と

き
は 

第
三
十
七
条
第
一
項
第
三

号 

株
主
総
会 

総
会 

前
条
第
一
項
の
認
可 

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る

法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
前
条
第
一
項
第
三
号
の
認
可 

第
三
十
八
条 

営
業
所 

事
務
所 

第
四
十
条
の
見
出
し 

免
許
の
取
消
し
に
よ
る
解

散 

解
散
命
令
に
よ
る
解
散 

当
該
銀
行
で
あ
つ
た
会
社 

当
該
信
用
協
同
組
合
等 

第
四
十
五
条 

当
該
会
社 

当
該
信
用
協
同
組
合
等 

第
四
十
六
条
第
一
項 

清
算
手
続
、
破
産
手
続
、
再

生
手
続
、
整
理
手
続
、
更
生

清
算
手
続
、
破
産
手
続
、
再
生
手
続
、

整
理
手
続
、
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続



手
続
又
は
承
認
援
助
手
続 

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年

法
律
第
九
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
更

生
手
続
又
は
承
認
援
助
手
続 

第
五
十
六
条
（
第
三
号
か
ら

第
九
号
ま
で
を
除
く
。
） 

官
報 

官
報
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の 

 

（
信
用
協
同
組
合
等
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
読
替
え
） 

第
五
条
の
二 

法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
信
用
協
同
組
合
等
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
会
社
法
第

四
百
九
十
四
条
第
二
項
、
第
四
百
九
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
百
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法
の
規

定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
四
百
九
十
四
条
第
二
項 

電
磁
的
記
録 

電
磁
的
記
録
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融

事
業
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
七
第

二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い

う
。
以
下
同
じ
。） 

第
四
百
九
十
六
条
第
二
項

第
四
号 

電
磁
的
方
法 
電
磁
的
方
法
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融

事
業
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
七
第

十
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
磁
的

方
法
を
い
う
。） 

第
四
百
九
十
七
条
第
一
項 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
清
算

株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
清

算
人
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る 

清
算
を
す
る
信
用
協
同
組
合
等
に
お

い
て
は
、
清
算
人
は
、
第
四
百
九
十
五

条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た 

 

（
信
用
協
同
組
合
等
の
整
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
法
等
の
規
定
の
読
替
え) 

第
五
条
の
二 

法
第
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
信
用
協
同
組
合
等
の
整
理
に
つ
い
て
商
法
（
明
治
三

十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
八
十
一
条
第
一
項 

取
締
役
、
監
査
役 

理
事
、
監
事 

第
三
百
八
十
二
条 

本
店
及
支
店 

主
タ
ル
事
務
所
及
従
タ
ル
事
務
所 

取
締
役
又
ハ
監
査
役 

理
事
又
ハ
監
事 

第
三
百
八
十
六
条 

第
一
号
乃
至
第
三
号 

第
一
号
、
第
三
号 

第
三
百
八
十
七
条
第
一
項 

本
店
及
支
店 

主
タ
ル
事
務
所
及
従
タ
ル
事
務
所 

第
三
百
八
十
八
条
第
二
項

及
び
第
三
百
八
十
九
条 

取
締
役
又
ハ
監
査
役 

理
事
又
ハ
監
事 

第
三
百
九
十
条
第
一
項 

取
締
役
、
監
査
役
及
支
配
人

理
事
、
監
事
及
参
事 

第
三
百
九
十
一
条
第
二
項
、

第
三
百
九
十
七
条
第
二
項

及
び
第
三
百
九
十
八
条
第

二
項 

取
締
役 

理
事 

２ 

法
第
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
信
用
協
同
組
合
等
の
整
理
に
つ
い
て
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治

三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
非
訟
事
件
手

続
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
百
三
十
五
条
ノ
二
十
四 

本
店 

主
タ
ル
事
務
所 

第
百
三
十
五
条
ノ
三
十
五

第
一
項
及
び
第
百
三
十
五

条
ノ
三
十
八
第
一
項 

本
店
及
ビ
支
店 

主
タ
ル
事
務
所
及
ビ
従
タ
ル
事
務
所 

第
百
三
十
五
条
ノ
四
十
七 

取
締
役
又
ハ
監
査
役 

理
事
又
ハ
監
事 

 

（
信
用
協
同
組
合
等
の
清
算
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
読
替
え) 

第
五
条
の
三 

法
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
信
用
協
同
組
合
等
の
清
算
人
に
つ
い
て
会
社
法
の

 

（
新
設
） 



規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
の
規
定
中
「
役
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
人
又
は
監
事
」
と

読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
八
十
六
条
第
二
項 

第
三
百
四
十
九
条
第
四
項 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
六

十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
六
条
の
八
第

二
項 

第
三
百
八
十
六
条
第
二
項
第
一

号 

第
八
百
四
十
七
条
第
一
項 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
六

十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項

第
八
百
四
十
九
条
第
三
項 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
六

十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
八
百
四
十
九
条
第
三
項

第
三
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二

号 

第
八
百
五
十
条
第
二
項 

同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
八
百
五
十
条

第
二
項 

 

（
適
用
除
外
） 

第
五
条
の
四 

（
略
） 

 

（
適
用
除
外
） 

第
五
条
の
三 

（
略
） 

 

（
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
等
に
つ
い
て
の
銀
行
法
を
準
用
等
す
る
場
合
の
読
替
え
） 

第
五
条
の
五 

法
第
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
銀
行
法
の
準
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
銀
行
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

預
金
者
等
の 

預
金
者
又
は
定
期
積
金
の
積
金

者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
預

金
者
等
」
と
い
う
。）
の 

第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
二
項 

定
期
積
金
等 

定
期
積
金 

電
磁
的
記
録 

電
磁
的
記
録
（
協
同
組
合
に
よ
る

金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
五

条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
電

磁
的
記
録
を
い
う
。） 

第
五
十
二
条
の
五
十
一
第
二
項 

電
磁
的
方
法 

電
磁
的
方
法
（
同
法
第
五
条
の
七

第
十
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

 

（
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
等
に
つ
い
て
の
銀
行
法
を
準
用
等
す
る
場
合
の
読
替
え
） 

第
五
条
の
四 

法
第
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
銀
行
法
の
準
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
銀
行
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

預
金
者
等
の 

預
金
者
又
は
定
期
積
金
の
積
金

者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
預

金
者
等
」
と
い
う
。）
の 

第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
二
項 

預
金
又
は
定
期
積
金
等 

預
金
又
は
定
期
積
金 

第
五
十
二
条
の
五
十
一
第
一
項 

   

営
業
年
度 

事
業
年
度 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 



電
磁
的
方
法
を
い
う
。） 

 
 

 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

２ 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
一
項 

商
号 

名
称 

第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
二
項 
第
二
条
第
十
四
項
第
一
号 

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に

関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
二

項
第
一
号 

 

預
金
者
等
の 

預
金
者
又
は
定
期
積
金
の
積
金

者（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
預

金
者
等
」
と
い
う
。）
の 

 

定
期
積
金
等 

定
期
積
金 

電
磁
的
記
録 

電
磁
的
記
録
（
協
同
組
合
に
よ

る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第

五
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る

電
磁
的
記
録
を
い
う
。） 

第
五
十
二
条
の
五
十
一
第
二
項 

電
磁
的
方
法 

電
磁
的
方
法
（
同
法
第
五
条
の

七
第
十
一
項
第
四
号
に
規
定
す

る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。） 

 
 

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 
 

 
 

 

２ 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
一
項 

商
号 

名
称 

第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
二
項 

第
二
条
第
十
四
項
第
一
号 

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に

関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
二

項
第
一
号 

 

預
金
者
等
の 

預
金
者
又
は
定
期
積
金
の
積
金

者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
預

金
者
等
」
と
い
う
。）
の 

 

預
金
又
は
定
期
積
金
等 

預
金
又
は
定
期
積
金 

第
五
十
二
条
の
五
十
一
第
一
項 

   

営
業
年
度 

事
業
年
度 

第
五
十
二
条
の
五
十
九
の
見
出

し 

所
属
銀
行
等 

所
属
信
用
協
同
組
合
等 

第
五
十
二
条
の
六
十
第
一
項 

営
業
所 

事
務
所 

第
五
十
二
条
の
六
十
第
二
項 

預
金
者
等 

預
金
者
又
は
定
期
積
金
の
積
金

者 
 

（
特
定
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
の
休
日
） 

第
五
条
の
六 

（
略
） 

 

（
特
定
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
の
休
日
） 

第
五
条
の
五 

（
略
） 

 
 

 


